
令和８年３月 12日（木） 午前８時 40分～午前 11時 00分    ４階会議室（調整会議） 

令和８年３月 16日（月） 午前８時 40分～午前 11時 00分 ４階特別会議室（政策会議） 
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令和７年度 第 25回政策会議・調整会議 

＜検討＞ 

１ 

使用料・手数料及び定員数の一部見直しについて（陶磁器意匠研究所） 
<概要> 

意匠研究所研究生の使用料・手数料及び定員を次の通り見直す。  

（１）研究生実習料を一律１割値上げする。  

（２）ｾﾗﾐｯｸｽﾗﾎﾞ外国人特別選考に、入所後に係る「外国人生活支援料」を新たに設ける。 

（３）ｾﾗﾐｯｸｽﾗﾎﾞ外国人特別選考に、入所後に係る「外国人特別実習料」を新たに設ける。  

（４）ｾﾗﾐｯｸｽﾗﾎﾞ外国人特別選考の入所料に、入所前に別途発生する事務経費分を加算する。  

（５）ｾﾗﾐｯｸｽﾗﾎﾞの通常選考及び外国人特別選考の各定員を３人程度から５人程度に増員する。  

※（２）及び（３）については、応募状況を注視し、場合によっては見直しを検討する。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①生活支援料というと相手方に補助金を交付するような印象を受けるが、徴収する料金という理解でよいか。 

 →生活支援料は研究生から徴収するものである。名称変更については今後検討する。 

 ②支援料は条例の中に名称が入るのか。 

 →使用料であれば条例に入る。使用料か手数料については今後法制 Gと協議の上で決定する。 

 ③新料金での募集はいつからか。 

 →７月以降。 

【調整会議での主な意見】 

 ①外国人生活支援料について、具体的にどういった支援をするのか。 

 →主に制作活動支援と生活支援の２点を想定。制作活動支援は制作に係る道具や原材料等購入の付添、生活支援

は行政・インフラ手続きや病院通院の申請支援等を行うもの。 

 ②使用料・手数料の見直しの基準は３割以上増額の場合だったと思うが、本件は新設のようなイメージのため、

対象外という理解でよいか。 

 →お見込みのとおり。昨今、陶磁器意匠研究所では様々な支援を行っており、現状に合った対応をするもの。金

額の引上げではなく新設するという整理。 

 ③近年一度減額したはずだが、今回新設分も含め増額となるという理解でよいか。 

 →お見込みのとおり。Ｒ４に引下げたが、コロナ禍も終わっており、昨今の物価高騰分は負担いただきたいとい

うもの。 

 ④この金額を引き上げても学生の応募は見込まれるという理解でよいか。 

 →お見込みのとおり。 

 ⑤また近いうちに手数料の引上げの必要もあるのではないか。 

 →本来、原材料と電気料等の上昇を考慮すると２割程度の引上げが必要だが、現在は応募状況等に影響が出ない

よう１割程度の上昇にとどめている。今後は更なる見直しの検討も必要と考えている。  

  

２ 

次期企業誘致用候補地（山吹町地内）の事業方針について（企業誘致課） 

<概要> 

今年度、山吹町地内の土地に対して実施中である「新テクノパーク可能性調査」の結果を踏まえ、次

期企業誘致用候補地として事業を進めるか検討する。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①法面は市の管理とするという理解でよいか。 

 →法面に雨水や排水を流す配管が通っているため、管理の観点から市に残す予定。 

 ②資材置場で利用しているので、早めの情報提供をお願いする。また都計法等の法令に沿って進めること。 

 →事前に緑化公園課と協議をして進めている。Ｒ８年度は地区計画の変更等を行う予定。 
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 ③環境団体との協議をしっかり行ってほしい。 

【調整会議での主な意見】 

 ①平場のみを現状にて売却の場合、法面部分は引き続き市管理という理解でよいか。そうであれば市のメリット

が小さいのではないか。 

 →お見込みのとおり。担当課としては敷地全体を売却したいという意向だが。、一方で事業者の意向もあるので、

今後の交渉次第である。 

 ②法面のみ市所有だと管理がしにくいと思われるので、無償でも譲渡すべきではないか。 

 →ご指摘のとおり、可能であれば全体を譲渡したいが、下方の調整池へ水が流れている状況であり、市での管理

も必要と考えている。 

 ③現在、道路排水は法面に流れているのか。  

 →お見込みのとおり。 

 ④分筆や造成等にかかる費用は土地開発公社の費用で行うのか。 

 →現時点では未定。 

 

３ 

不要物品の売り払いについて（総務課） 
<概要> 

資産を有効活用し歳入確保を図るため、フリマアプリを活用し不要物品の売り払いを試行的に実施す

る。 期間は１年間（R8.7.1～R9.6.30）とし、販売収入と事務コスト等を検証し本格運用について判

断する。  

なお、本事業は、一般会計及び特別会計で購入した物品の売却だけでなく、企業会計で購入した物品

の売却も行えるものとする。また、収集や持ち込みによる粗大ごみ等の販売は行わない。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①価格の決定は各課で行うのか。 

 →お見込みのとおり。 

 ②三の倉センターのリサイクル品もセンターで価格を決定しているのか。 

 →お見込みのとおり。 

 ③不用品の処分について、デジタル推進課のＰＣの入替について、以前は処分費を 15万円程度計上して進めて

いたが、今年売りに出したら約 35万円の歳入があった。また、危機管理課で所有する車両について、下取り額

が０円と聞いていたものが、売りに出したら値が付いた事例がある。フリマアプリでの販売にそぐわない場合は、

財政課にて財産処分の手法等について研究するので、何かあれば相談してほしい。 

 ④本庁舎の移転に向け、不用品を処分できるよう方針を早期に決定すること。 

 ⑤なぜメルカリを選択したのか。オークションの方が利益を見込めるのではないか。 

 →自治体の参加が最も多いため、多くの方の目に留まると判断。 

【調整会議での主な意見】 

 ①美術品に更新時期はないのではないか。そもそも廃棄予定という枠での記載は不適切だと思うので削除するか、

別の名目を設けた方がよいのではないか。 

 →検討する。 

 ②寄付されたものも実際に売る予定なのか。 

 →その予定。 

 ③寄附されたものを売ることは、道義的にどうなのか。 

 ④メルカリショップを利用するのは一般的なのか。 

 →先行自治体もメルカリショップを利用しており、関心を持ってもらえると考えている。 

 ⑤事務を会計年度任用職員が行うとあるが、増員ではなく、既存の人員で対応という理解でよいか。 

 →お見込みのとおり。 
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＜報告＞ 

４ 

多治見修道院建物調査にかかる寄附金募集状況及び次年度事業計画について 

（企画政策課） 
<概要> 

本市も１メンバーとして参画する多治見修道院建物調査実行委員会の第５回会議（3/10）の決定事項

を報告する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

５ 

多治見市・多治見商工会議所・笠原町商工会 企業版ふるさと納税の活用推進に関する連携

協定の締結について（企画政策課） 
<概要> 

企業版ふるさと納税の活用推進を図るため、本市、多治見商工会議所及び笠原町商工会の三者による

連携協定を締結する。これにより、協業体制を確立し、本市と寄附企業とのマッチングを促進する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

６ 

多治見市史編さんの令和８年度以降の進め方について（文化財保護センター） 
<概要> 

令和８年度から令和 10 年度は、市史編さんの事業の基盤を確立する期間として、編さん委員会およ

び編集部会を早期に開催し編さん内容を明確化する。また、編さん室（北陵中学校）を拠点として事

業を推進する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①事務局として編さん室に職員が常駐するのか。 

 →当初は委員会の開催や資料の置き場所として活用する。時期が進んでいくと常駐する可能性がある。 

 ②北陵中の空き教室を借りるのか。 

 →空き会議室を１部屋借りる。 

【調整会議での主な意見】 

 ①編集部員に高齢の方も多いと思うが、後継となる方はいるのか。 

 →委員の中には若い方もいるが、今後は新しい人材の発掘に努めたいと考えている。 

 ②歴史的行政資料（公文書）の引き取り等を予定していると思うが、総務課にて長期文書の廃棄等を行っている

ので、調整を行い進めてほしい。 

→総務課担当者に廃棄予定文書のリストをもらうなど、連絡を取りながら進めている。 

③土木関係者が委員に入っていないが、橋や砂防施設等の土木関連のものも調査対象になるのではないか。 

→調査対象となる。委員については検討する。 

④編さん委員会委員の任期は編さん事業の終了の日まで、編集部員の任期は２年となっているが、揃えた方がよ

いのではないか。 

→調査の内容によって編集部員を変更することもあるので任期を２年としている。 

 

 

 

 

 

 



 

4 

７ 

議会における情報機器（タブレット端末等）の運用方針について（議会事務局） 
<概要> 

議会が開催する会議において、タブレット端末の使用を開始する。 

（１）議会が開催する会議に出席する者は、タブレット端末及びパソコンの持ち込みを認める（スマ

ートフォンは認めない）。 

（２）会議において、議事に関する資料等の閲覧、書き込みの他、情報検索を認める。 

（３）ペーパーレス会議システムを使用した会議運営を行う（Smart Discussion）。執行部と同一製

品だが、ネットワークが異なることから、別々に管理を行う。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①執行部側の対応について総務課とデジタル推進課で調整しており、４月に示す予定。 

 ②バッテリーの残量が心配だが、電源の確保はされるのか。 

 →タブレットは問題ないと思うが、ＰＣについては懸念があるため、ＰＣを持ち込むかどうか、電源を確保でき

るかどうかを検討項目として整理しているところ。 

 ③電子メールの送受信を不可とする理由は。 

 →議員側の外部からの情報提供を防ぐため。なお、会議の長が必要と認める場合はその限りではないとする。 

【調整会議での主な意見】 

 ①他市でもタブレットやスマートフォン等のルールは同様なのか。 

 →他市を参考としているわけではなく、市・市議会として何が必要かという観点で判断している。 

 ②メール等ができないとあるので、例えば一般質問でメモを渡そうとする場合、今後も引き続き紙による手渡し

となるのか。 

 →現状では原則禁止としているが、ただし書の中で「会議の長が認める場合は可」としている。執行部の要望や

協議の結果、別対応も検討する可能性はある。 

 ③会議の中での情報検索は議員による要望への対応なのか。 

 →お見込みのとおり。 

 

８ 

区長会からの市施策に対する要望について（くらし人権課） 
<概要> 

令和７年度第６回区長会において、「自治組織の継続」を目的とした市施策に対する要望書が提出さ

れたため、報告するとともに対応を実施する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①デジタル回覧板の導入状況は。 

 →27の区で導入している。町内会での利用は限定的な状況。区によって利用について温度差があり、発信する

区長側の操作方法の理解を課題として認識。 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

９ 

多治見市インバウンド推進プロジェクトチームの活動報告（商工観光課） 
<概要> 

インバウンド（訪日外国人旅行）に関する施策を推進するため、令和４年（一社）多治見市観光協会

（たじみ DMO）と多治見市役所商工観光課が連携し、市内事業者や団体が参加するプロジェクト「多

治見市インバウンド推進プロジェクトチーム（通称 TIP）」を設立。多治見ならではの「美濃焼産業

を中心とした産業観光」で差別化を狙い、重点支援策の「宿泊事業支援」、「TIPガイド」制度などに

よる市内周遊促進から滞在期間の延長・消費拡大を図っている。また、台湾をターゲットとした営業、

PR 活動を行い、台湾からの団体ツアーの増加につながっている。この度、令和 4 年度から７年度ま

での活動報告を行う。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 
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 ①このプロジェクトチームは市の下部組織ではなく、任意団体という理解でよいか。 

 →お見込みのとおり。 

 ②台湾の方々をどのように受け入れるのか。来たい人はどこへ連絡すればよいのか。 

 →OTA（Online Travel Agent）であるトリップアドバイザーや Expedia等を活用いただく。ツアーをどれだけ出

せるか、Airbnbへの民泊の展開が重要と考えており、ツアーの醸成、受け入れ態勢の確保が必要と考えている。 

 ③TIPの参加団体は 44団体あるが、推進体制はどのようか。 

 →部会で会議運営を行っている。 

 ④来年度の取組は。 

 →民泊施設が 10軒整備できたので、ＤＭＯと運営支援をする予定。 

 ⑤毎年度の事業計画は策定しているのか。 

 →策定している。 

【調整会議での主な意見】 

 ①観光地としてはモザイクタイルミュージアムが最も人気が高いのか。 

 →モザイクタイルミュージアムは 30人程度のバスツアーで、高山市や中津川市の行程の中に組まれることが多

い。個人客は本町オリベストリートや永保寺等への人気が高い。 
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交通事故の報告について（人事課） 

<概要> 

安全運転の喚起のため、主な交通事故について報告する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①同乗者も十分に注意すること。 

【調整会議での主な意見】－ 
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多治見駅南地下道壁面のポスター等掲示場の設置及び運用方針について（秘書広報課） 
<概要> 

多治見駅南地下道（本町２丁目・音羽町２丁目）の壁面ポスター等掲示場について、岐阜県多治見土

木事務所から多治見市が占用許可を取得し、管理運用することとなったため報告する。また、秘書広

報課において掲示物の募集・運用管理を行うため、運用方針を策定する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】 

 ①掲示物は１か月更新か。 

 →１年以内としているが、なるべく空きが出ないようにしたいと考えている。 
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暮らしの便利帳2027年度版の製作について（秘書広報課） 

<概要> 

令和９年４月、協働発行者であるサイネックスと暮らしの便利帳を発行する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】 

 ①業者が変わるとのことだが、掲載内容は大きく変わらないという理解でよいか。 

 →お見込みのとおり。 
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13 

ホームページ運用のチェック体制について（秘書広報課） 
<概要> 

ホームページリニューアルに伴い内部運用ガイドラインを定め、運用確認表に基づいたチェックを各

課で定期的に実施する。運用ガイドラインにおいてホームページにおける統括責任者は秘書広報課長

とし、各課所管のページの責任者を所管課長とする。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】 

 ①チェックしたものは何らかの提出が必要なのか。 

 →公開キャビネット上でチェックしてもらう予定。 
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第７次補助金・交付金の見直しの進め方等について（財政課） 
<概要> 

４年に１回実施する第７次補助金・交付金の見直しを令和８年度に実施するにあたり、その進め方を

報告するとともに、各課照会を依頼するので協力をお願いする。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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令和８年度徴収計画の策定について（財政課） 
<概要> 

多治見市債権管理条例第４条第２項の規定に基づき、債権の種類ごとの徴収率及び徴収方策を記載し

た令和８年度徴収計画を策定する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 
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多治見市タイムライン改定作業の完了について（危機管理課） 

<概要> 

多治見市タイムラインについて、見直し原案が完成。2/19 第２回検討会での原案承認をうけて、令

和８年度から運用開始する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①地区タイムラインとの整合性は問題ないという理解でよいか。 

 →お見込みのとおり。新しく作成したところについては情報共有する。 

【調整会議での主な意見】 

 ①説明会の実施の範囲は。 

 →関係課は出席してもらう。また、希望者も参加可能。 

 ②メーリングリストの構成はどのようか。 

 →内部の関係課、外部の関係機関、タイムラインのアドバイザー・座長等を含めた全ての関係機関を予定。 

 ③東京の委員から本市での対応に関し意見が来ることがあるのか。 

 →ありえる。オンラインでの参加も可能。 
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＜周知＞ 

17 

令和８年度版「こそだていろは帖」改訂及び配布について（こども家庭課） 

<概要> 

「こそだていろは帖」の内容を令和８年度版として改訂し、関係機関に配布するため周知する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

18 

「令和８年 春の全国交通安全運動」について（道路河川課） 

<概要> 

４月６日（月）～15日（水）に「令和８年 春の全国交通安全運動」を実施する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

19 

令和８年度職員採用試験（４月試験）の実施について（人事課） 

<概要> 

令和８年度職員採用試験（４月試験）を実施する。 

政策会議 了承 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】－ 

【調整会議での主な意見】－ 

 

 

【政策会議終了後】 

  第１回 自殺対策推進本部会議（保健センター） 

  ＜報告＞ 

１ 

令和７年度 第２次多治見市いのち支える自殺対策計画の進捗状況について 
<概要> 

令和６年３月に自殺対策を総合的かつ効果的に推進するための計画として策定した「第２次多

治見市いのち支える自殺対策計画」（R6～10 年度）について、今年度１年間の進捗状況を報告

する。  
自殺対策推進本部会議 了承 

 
－ 

【自殺対策推進本部会議での主な意見】－ 

 

第８回 情報化推進会議（デジタル推進課） 

＜検討＞ 

１ 

クラウドサービス導入に係る審査結果について 
<概要>  

今般、クラウドサービスの導入審査依頼があったため、その審査結果を報告し、情報化推進会

議において承認を諮る。 

情報化推進会議 決定 情報化推進会議調整部会 了承 

【情報化推進会議での主な意見】－ 

【情報化推進会議調整部会での主な意見】－ 
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＜報告＞ 

２ 

マイナンバー制度における情報照会の実施状況について 

<概要>  

令和６年５月に会計検査院よる実施状況調査において、マイナンバーの情報照会の情報連携を

活用して事務処理を行うことが基本であるが、地方自治体における低調利用の指摘があり、本

市利用実態の調査を行ったところ問題ないことを確認。この際、継続的に情報連携の状況を把

握するため、報告を行うこととなった。このことにより、市町村を情報照会者とする主な 17 手

続の集計を行ったので報告する。  
情報化推進会議 了承 情報化推進会議調整部会 了承 

【情報化推進会議での主な意見】－ 

【情報化推進会議調整部会での主な意見】－ 

 

３ 

令和７年度 情報セキュリティ内部監査の実施結果 

<概要>  

情報セキュリティ自主点検結果及び直近の監査実施実績等をもとに、内部監査を実施したので

報告する。  
情報化推進会議 了承 情報化推進会議調整部会 了承 

【情報化推進会議での主な意見】－ 

【情報化推進会議調整部会での主な意見】－ 

 

４ 

地方自治法の一部改正に伴う情報セキュリティ規程の対応について 

<概要>  

地方自治法の一部改正により、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するため

の方針策定が義務化され、同規程に関わる総務大臣指針（案）に基づく市の方針を法施行日（令

和８年４月１日）までに定める必要がある。  

このことについて、法定方針を「多治見市情報セキュリティ基本規程」とし、サイバーセキュ

リティに関わる所要の改正を行う。 

情報化推進会議 了承 情報化推進会議調整部会 了承 

【情報化推進会議での主な意見】－ 

【情報化推進会議調整部会での主な意見】－ 

 

第７回 人事制度等改善本部会議（人事課） 

  ＜検討＞ 

１ 

令和８年度多治見市職員研修計画について 
<概要> 

令和８年度多治見市職員研修計画案について、内容を確認いただく。  
人事制度等改善本部会議 決定 人事制度等改善委員会 了承 

【人事制度等改善本部会議での主な意見】 

 人事課作成中 

【人事制度等改善委員会での主な意見】－ 

 

  ＜報告＞ 

２ 

自主研究グループ活動報告について（多治見の「推し」発見グループ） 

<概要> 

申請があった自主研究グループについて、活動が終了したので報告する。  
人事制度等改善本部会議 了承 人事制度等改善委員会 了承 

【人事制度等改善本部会議での主な意見】－ 

【人事制度等改善委員会での主な意見】－ 
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３ 

自主研究グループ活動報告について（建設技術研究会） 
<概要> 

申請があった自主研究グループについて、活動が終了したので報告する。  
人事制度等改善本部会議 了承 人事制度等改善委員会 了承 

【人事制度等改善本部会議での主な意見】－ 

【人事制度等改善委員会での主な意見】－ 

 

４ 

自主研究グループ活動報告について（ＤＸ研究推進グループ） 

<概要> 

申請があった自主研究グループについて、活動が終了したので報告する。  
人事制度等改善本部会議 了承 人事制度等改善委員会 了承 

【人事制度等改善本部会議での主な意見】－ 

【人事制度等改善委員会での主な意見】－ 

 

   


